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『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
成
立
に
主
な
関
心
が
集

（１１）

中
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
成
立
に
つ
い
て
あ
る
程
度
の
結

論
が
導
か
れ
た
今
、
内
容
に
踏
み
込
む
時
が
来
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ

が
期
待
さ
れ
つ
つ
ほ
と
ん
ど
進
展
の
見
ら
れ
な
い
の
は
、
一
つ
に
は
こ
の

（２）

書
が
記
述
の
多
く
を
『
日
本
書
紀
』
に
頼
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
書

紀
と
同
記
事
を
含
む
が
ゆ
え
に
そ
の
部
分
全
体
が
軽
視
さ
れ
、
古
伝
承
と

思
わ
れ
る
箇
所
の
み
が
住
吉
大
社
を
知
る
た
め
の
資
料
と
い
う
形
で
取
り

出
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
記
述
を
書
紀
の
引

き
写
し
だ
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
多
く
の
も
の
を
見
失
わ
せ
て
い

る
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
は
、
書
紀
か
ら
の
引
用
を
示
す
言
葉
は

（３）
な
い
。
ま
ず
は
「
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
論
理
に
従
っ
て
、
こ
の
書
を
読

ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
住
吉
大
社
と
い
う
一
神
社
に
よ
っ
て
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
記
述
を
、

住
吉
大
社
の
文
脈
に
そ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
こ

の
書
が
成
立
し
た
当
時
の
神
社
状
況
と
切
り
離
せ
な
い
問
題
も
浮
か
び
上

が
っ
て
こ
よ
う
。

「
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
神
話
世
界
谷
戸
美
穂
子

ｌ
平
安
前
期
の
神
社
と
国
家
-
１
１
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集
・
変
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る
古
代
神
話
ｌ
「
氏
文
」
研
究
の
現
在

ま
ず
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
記
述
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
た

い
。
内
容
上
一
つ
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
た
め
、
短
く
区

切
る
こ
と
の
で
き
る
次
の
部
分
に
焦
点
を
当
て
、
考
察
を
行
う
こ
と
に
す

（４）

る
。
便
宜
上
、
本
文
を
Ａ
～
Ｅ
に
分
け
て
あ
げ
る
。

み
つ
ぎ
も
の

Ａ
亦
、
新
羅
・
百
済
の
両
国
、
貢
物
の
貴
賎
を
争
ふ
こ
と
有
り
。
皇

Ｄ
即
ち
百
済
国
王
、
辞
支
山
に
登
り
て
盟
ふ
。
復
、
古
沙
山
に
登
り

を
以
て
将
軍
と
な
し
、
百
済
［

か

む

が

へ

と

は

か

り

さ

だ

推
問
ひ
、
虚
実
を
弁
定
め

ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
卜
に
腹
牌
Ｉ
い
く
さ
び
と

Ｃ
即
ち
兵
を
勒
へ
、
亦
兵
衆
を

つ。
Ｂ
之
に
因
り
て

Ａ
后|亦

、 、可１紳雪郡州山剴目固Ⅲ、亦

１

１

む
。
」
便
ち
大
神
、
具
さ
に
そ
の
人
を
指
し

大
神
に
祈
み
て
日
は

■■■■■■■

〈
国
に
遣
し
て
二
国
の
貢
物
の
貴
賎
を

しむ。
増
さ
む
と
請
ひ
、
新
羅
国
を
襲
ひ
伐

誰
人
を
百
済
に
遣
し
て
、
将
に

’て調へ賜ふ。
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て
の
故
に
非
ず
。
」
大
神
の
大
社
を
定
め
て
所
奉
斎
祀
き
。

Ａ
は
、
新
羅
と
百
済
と
が
、
朝
貢
物
の
優
劣
を
争
う
と
こ
ろ
か
ら
は
じ

ま
る
。
皇
后
は
大
神
す
な
わ
ち
住
吉
神
に
、
百
済
お
よ
び
新
羅
に
誰
を
派

遣
す
れ
ば
よ
い
か
託
宣
を
求
め
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
人
物
が

ち

く

ま

な

が

ひ

こ

あ

ら

指
し
示
さ
れ
て
い
る
。
Ｂ
に
お
い
て
新
羅
へ
は
千
熊
長
彦
、
百
済
へ
は
荒

た
わ
け
か
が
わ
け

田
別
・
鹿
我
別
が
そ
れ
ぞ
れ
使
者
と
し
て
送
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
Ｃ
で

は
兵
力
を
増
強
し
、
新
羅
討
伐
が
行
わ
れ
て
い
る
。
Ｄ
は
、
そ
れ
に
対
す

る
百
済
側
の
反
応
で
あ
る
。
百
済
王
は
山
に
登
り
、
今
後
永
久
に
朝
貢
国

と
な
る
こ
と
を
誓
っ
た
。
こ
う
し
た
一
連
の
任
務
を
終
え
、
Ｅ
で
は
よ
う

や
く
荒
田
別
が
日
本
に
帰
り
着
く
。
荒
田
別
が
上
奏
し
た
内
容
は
、
直
接

に
は
Ｄ
に
あ
る
百
済
王
の
誓
い
の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
皇
后
は
、
誉
田
別
尊

（
太
子
）
と
武
内
宿
禰
に
、
交
親
国
た
る
百
済
国
が
住
吉
神
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
も
の
だ
と
語
り
、
最
後
に
住
吉
神
の
祭
祀
を
も
っ
て
、
両
国

の
朝
貢
記
事
は
一
段
落
す
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
新
羅
・
百
済
両
国
の
朝
貢
物
争
い
を
契
機
と
し
て
、
百
済

国
が
日
本
の
朝
貢
国
へ
と
確
定
し
て
い
く
様
子
が
、
住
吉
神
の
事
跡
と
し

て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
両
国
の
争
い
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
に
お
い
て
新
羅
に
の
み
兵
が
出
さ

れ
て
お
り
、
非
は
新
羅
の
方
に
あ
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
て
い
る
。
し
か

Ｅ
五
十
年
春
二
月
、
荒
田
別
、

親
し
む
百
済
国
は
、
是
大
神
の
授
け
賜
ふ
所
の
国
な
り
、
人
に
由
り

い
つ
き
ま
つ
、
″

即
ち は

、
長
く
遠
き
こ
と
を
示
す
．
今
よ
り
以
後
、
千
秋
万
歳
、
絶
ゆ
る

こ
と
無
く
常
に
西
蕃
と
称
ひ
つ
、
、
春
秋
に
朝
貢
ら
む
。
」

ｕ
、
太
子
及
び
武
勾
宿
閲
に
韮
ね
り
て
日

ｌ

か
へ
り
ご
と
ま
を

大
神
と
共
に
還
り
賜
ひ
て
上
奏
す
。

’

し
、
両
国
に
対
す
る
態
度
に
は
、
は
じ
め
か
ら
違
い
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
Ａ
で
は
皇
后
が
大
神
に
祈
願
し
た
言
葉
と
し
て
、
百
済
に
は
「
事
の

虚
実
」
を
確
か
め
る
と
あ
る
の
に
対
し
、
新
羅
へ
は
「
其
の
罪
」
を
問
う

と
あ
る
。
ま
た
、
Ｂ
に
お
い
て
も
、
百
済
へ
は
「
二
国
の
貢
物
の
貴
賎
」

の
事
情
を
聞
き
「
虚
実
」
を
定
め
る
と
す
る
一
方
、
新
羅
に
つ
い
て
は
先

と
同
じ
く
「
責
む
」
と
い
う
姿
勢
を
く
ず
し
て
い
な
い
。
こ
こ
に
は
明
ら

か
な
差
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
ミ
フ
。
公
正
な
立
場
で
臨
む
百
済
と
、
疑

い
の
目
で
見
ら
れ
る
新
羅
、
そ
れ
は
Ｃ
で
の
討
伐
や
、
Ｄ
以
降
で
の
百
済

の
誓
い
へ
も
つ
な
が
る
も
の
と
し
て
終
始
一
貫
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な

ぜ
新
羅
が
責
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
間
の
詳
し
い
事
情
に
つ
い
て
は
、
ま

っ
た
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
。

『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
こ
の
場
面
は
、
『
日
本
書
紀
』
を
原
資
料
と
し

て
い
る
。
先
に
傍
線
を
付
し
た
部
分
が
、
書
紀
の
記
述
と
重
な
っ
て

（５）
い
る
。
そ
こ
で
書
紀
を
見
る
と
、
両
国
間
に
生
じ
た
態
度
の
違
い
に
は
、

明
確
な
理
由
の
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
神
功
皇
后
摂
政
の
時
、
百
済
の
朝

貢
使
が
、
新
羅
の
朝
貢
使
と
と
も
に
や
っ
て
く
る
が
、
百
済
の
も
の
は
、

新
羅
と
比
べ
て
極
端
に
質
が
劣
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
、
百
済
の
使
い
を
問

い
た
だ
し
た
と
こ
ろ
、
旅
の
途
中
、
新
羅
に
拉
致
さ
れ
貢
物
を
取
ら
れ
て

し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
れ
を
受
け
て
神
の
託
宣
が
請
わ
れ
た
の
だ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
百
済
へ
は
事
実
か
ど
う
か
を
確
か
め
よ
う
と
す
る
の
で

あ
り
、
新
羅
へ
は
そ
う
し
た
悪
事
へ
の
対
処
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

う（》。こ
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
朝
貢
物
を
め
ぐ
る
百
済
や
新
羅
と

の
関
係
に
、
細
か
な
経
緯
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
も
そ
も
書
紀
に
お

い
て
は
、
こ
の
場
面
を
含
む
神
功
摂
政
紀
四
十
六
年
～
六
十
五
年
が
、
百
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済
を
主
と
す
る
一
連
の
対
外
関
連
記
事
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
百
済

く

て

い

み

つ

る

ま

く

こ

王
が
使
者
、
久
氏
・
彌
州
流
・
莫
古
を
し
て
日
本
へ
の
道
を
探
し
、
そ
の

道
を
得
、
日
本
に
さ
ま
ざ
ま
な
宝
を
献
上
し
、
日
本
か
ら
使
者
が
く
れ
ば

百
済
の
王
が
歓
待
す
る
と
い
う
流
れ
の
中
で
、
日
本
は
「
貴
国
」
と
呼
ば

れ
、
百
済
王
は
臣
下
と
し
て
の
従
順
な
態
度
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う

ち
四
十
七
年
夏
か
ら
五
十
一
年
春
の
出
来
事
と
な
る
書
紀
の
当
該
場
面

は
、
百
済
の
は
じ
め
て
の
朝
貢
が
新
羅
に
よ
っ
て
邪
魔
さ
れ
る
と
い
う
部

分
な
の
で
あ
る
。

『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
く
ら
べ
れ
ば
、
ほ
ぼ
四
分
の
一
の
量
の
『
住

吉
大
社
神
代
記
』
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
両
国
の
事
情
は
、
縮
小
化
の
過

程
で
切
り
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
両
書
の
性
格
の
違
い
を
こ
そ
見
て
い
く
べ
き
で
は

ないか。
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
当
該
部
分
は
、
必
ず
し
も
文
脈
上
、
組
嬬
を

き
た
す
よ
う
な
流
れ
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
事
情
は
書
か
れ
な
く
と
も
、

新
羅
・
百
済
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
態
度
に
矛
盾
は
な
く
、
む
し
ろ
意
味
が
通
り

や
す
く
な
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
両
国
に
送
ら
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
二
組
の
人
物
達
の
動
き
に
顕
著
に
表
れ
て
い
る
。
Ｂ
に

あ
ら
た
わ
け
か
が
わ
け

お
い
て
、
百
済
に
送
ら
れ
た
の
は
荒
田
別
と
鹿
我
別
で
あ
り
、
新
羅
へ
は

ち
く
ま
な
が
ひ
こ

千
熊
長
彦
が
遣
わ
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
皇
后
の
「
誰
人
を
百
済
に
遣
し

て
…
検
へ
む
。
誰
人
を
新
羅
に
遣
し
て
…
問
は
む
。
」
と
い
、
フ
言
葉
と
正

確
に
対
応
し
た
も
の
だ
。
そ
し
て
荒
田
別
が
百
済
側
へ
の
使
者
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
百
済
王
の
誓
い
を
神
功
皇
后
に
持
ち
伝
え
た
の
が
こ
の
人

物
だ
と
分
か
る
の
で
あ
る
。
Ｅ
の
、
荒
田
別
の
帰
国
と
上
奏
が
、
前
後
の

文
脈
を
緊
密
に
つ
な
い
で
い
る
。

し
か
し
こ
う
し
た
つ
な
が
り
方
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
は
な
い
も
の
で

あ
っ
た
。
書
紀
で
は
、
皇
后
の
言
葉
は
同
じ
く
百
済
・
新
羅
両
国
へ
使
者

を
求
め
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
使
者
と
し
て
神
が
示
し
た
の
は
千
熊
長

彦
一
人
で
、
新
羅
に
し
か
送
ら
れ
て
い
な
い
。
荒
田
別
と
鹿
我
別
は
、
直

接
に
は
神
の
託
宣
と
は
別
で
、
新
羅
の
非
が
明
ら
か
に
な
っ
た
後
、
そ
れ

を
討
伐
す
る
時
に
至
っ
て
将
軍
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ

の
役
割
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
帰
り
、
百
済
王
の
誓
い
を
持
ち
伝
え
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
を
伝
え
る
の
は
、
誓
い
の
場
に
い
た
干
熊
長
彦
で
あ
り
、

〃
、
て
い

ま
た
千
熊
長
彦
と
共
に
来
朝
す
る
百
済
の
使
者
久
氏
等
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
書
紀
で
は
、
荒
田
別
は
軍
事
力
行
使
に
お
け
る
責
任
者
で
あ
り
、
新

羅
・
百
済
両
国
を
含
め
、
こ
の
出
来
事
全
体
の
解
決
者
と
し
て
千
熊
長
彦

が
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
新
羅
へ
の
使
者
で
あ
っ
た
千
熊
長
彦
（６）

が
、
百
済
王
の
誓
い
の
場
面
に
お
い
て
突
如
姿
を
あ
ら
わ
す
の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
書
紀
の
論
理
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
が
ら
も
、
人
物
の
動

（７）

き
が
交
差
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
う
し
た
意
味
で
、
「
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
、
『
日
本
書
紀
』
の
持
つ

構
図
を
よ
り
簡
単
な
も
の
に
書
き
か
え
た
の
だ
と
い
え
る
。
大
神
の
託
宣

は
、
そ
れ
ゆ
え
皇
后
の
要
求
に
正
確
に
対
応
す
る
形
で
な
さ
れ
る
こ
と
と

な
っ
た
。
つ
ま
り
「
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
、
荒
田
別
を
も
神
の
意
志
の

下
に
組
み
入
れ
る
こ
と
で
、
荒
田
別
を
千
熊
長
彦
と
同
等
の
立
場
に
お

き
、
新
羅
へ
は
千
熊
長
彦
、
百
済
へ
は
荒
田
別
と
い
う
役
割
分
担
を
行
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
荒
田
別
が
託
宣
に
よ
り
神
と
関
わ
り
を
持
つ

こ
と
で
、
Ｅ
の
、
荒
田
別
と
と
も
に
行
動
す
る
も
の
と
し
て
の
、
大
神
の

存
在
を
導
く
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
百
済
の
朝
貢
が
人
事
の

力
で
な
さ
れ
た
の
で
は
な
く
大
神
が
授
け
た
の
だ
と
す
る
、
皇
后
の
言
葉
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の
意
味
も
は
っ
き
り
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
神
の
存
在
と
い
う
こ
と
が
、
両
書
の
違
い
を
決
定
的
に

表
し
て
い
る
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
お
い
て
託
宣
が
請
わ
れ
、
ま
た

百
済
を
授
け
た
と
す
る
「
大
神
」
は
、
書
紀
に
は
登
場
し
て
こ
な
い
。
書

（８）

紀
に
は
こ
う
あ
る
。

あＬほね

．
時
に
皇
太
后
・
誉
田
別
尊
、
新
羅
の
使
者
を
責
め
て
、
因
り
て
、
天

慨神
に
祈
み
て
日
さ
く
（
ａ
）

…

・
便
ち
天
神
海
へ
て
日
は
く
（
ａ
）

む
つ
ま
し
み

坐
岡
防
た
ま

・
朕
が
交
親
す
る
百
済
国
は
、
是
天
の
致
へ
る
所
な
り
。
人
に
由
り

ての故に非ず。（ｅ）

あ
ま
つ
か
み

こ
の
よ
う
に
、
「
日
本
書
紀
」
で
助
力
を
行
う
の
は
「
天
神
」
と
い
う
、

特
定
の
名
を
持
た
な
い
天
上
の
皇
祖
神
で
あ
っ
た
。
「
天
神
」
か
ら
「
大

神
」
へ
。
文
字
に
す
れ
ば
一
文
字
の
違
い
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

大
き
く
変
え
て
し
ま
う
。
「
大
神
」
と
は
ど
の
神
に
せ
よ
、
特
定
の
神
に

限
定
し
た
言
葉
だ
。
そ
し
て
何
よ
り
も
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
に
お
い
て

「
大
神
」
は
、
こ
の
書
の
冒
頭
に
、

ぬ
な
く
ら

た

ま

で

を

す

み

の

え

み

を

い

ま

、

玉
野
国
、
淳
名
椋
の
長
岡
の
玉
出
の
峡
の
墨
江
の
御
峡
に
座
す
大

神。

（
今
謂
ふ
、
住
吉
郡
神
戸
郷
墨
江
に
い
ま
す
住
吉
大
神
な

り。）

と
あ
る
よ
う
に
、
住
吉
神
で
あ
る
．
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
に
お
い
て

「
大
神
」
と
は
住
吉
神
で
あ
り
、
ま
た
住
吉
神
を
指
す
に
は
「
大
神
」
と

言
う
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
っ
た
。
「
天
神
」
は
、
「
大
神
」
と
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
住
吉
大
社
の
祭
神
住
吉
神
と
い
う
具
体
性
へ
と
引
き
上
げ
ら
れ

（９）

て
い
る
。

こ
、
フ
し
た
住
吉
神
の
存
在
は
、
次
の
よ
う
な
表
現
を
も
導
き
出
し
て
い

か
へ
り
ご
と
ま
を

る
。
Ｅ
に
「
荒
田
別
、
大
神
と
共
に
還
り
賜
ひ
て
上
奏
す
」
と
あ
る
。

荒
田
別
が
百
済
王
の
誓
い
の
言
葉
を
持
ち
帰
っ
た
と
き
、
大
神
も
ま
た
一

緒
で
あ
っ
た
。
住
吉
神
が
荒
田
別
を
守
護
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て

こ
れ
が
、
一
連
の
事
件
の
終
結
部
に
あ
た
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
託
宣
を

下
し
た
以
降
の
活
動
す
べ
て
が
大
神
の
加
護
に
よ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

『
住
吉
大
社
神
代
記
」
で
は
託
宣
の
み
で
な
く
、
住
吉
神
の
直
接
的
な
関

（旧）

与
に
よ
っ
て
、
解
決
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
住
吉
大
社
神
代
記
」
の
意
図
は
こ
こ
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
っ
た
。

細
か
な
状
況
を
書
か
な
い
と
い
う
姿
勢
は
、
全
体
の
内
容
を
整
理
し
た
も

の
に
し
て
い
る
。
百
済
朝
貢
に
よ
る
日
本
の
優
位
性
を
必
要
と
し
な
い
本

書
で
は
、
そ
う
し
た
事
情
は
「
貢
物
の
貴
賎
を
争
ふ
」
と
す
る
こ
と
で
事

足
り
た
。
書
か
れ
る
べ
き
は
、
住
吉
神
で
あ
る
。
住
吉
神
の
働
き
が
あ
る

か
ら
こ
そ
、
事
件
は
解
決
し
、
百
済
が
朝
貢
国
と
な
り
え
た
。
一
連
の
出

来
事
は
、
そ
こ
に
集
約
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
天
神
」
か
ら
「
大
神
」
へ
の
改
変
は
、
単
に
書
き
か

え
と
い
う
レ
ベ
ル
に
は
留
ま
ら
ず
、
こ
の
部
分
全
体
が
、
住
吉
神
の
活
躍

と
し
て
の
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
住
吉
大
社
に
お
い
て
は
お

そ
ら
く
、
百
済
や
新
羅
と
い
う
対
外
交
渉
を
話
題
と
す
る
こ
の
場
面
で
、

そ
れ
を
援
助
す
る
「
天
神
」
は
す
な
わ
ち
住
吉
神
し
か
い
な
い
と
い
う
理

解
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
書
紀
は
、
こ
こ
に
お
い
て
内
容
そ
の
も
の
か

ら
読
み
な
お
さ
れ
て
い
る
。

『
住
吉
大
社
神
代
記
」
に
は
書
紀
か
ら
の
引
用
を
示
す
言
葉
は
何
も
な

い
。
そ
の
こ
と
に
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
は

『
日
本
書
紀
』
と
い
う
書
物
の
一
部
を
抱
え
込
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
書
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こ
こ
ま
で
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
記
述
を
て
い
ね
い
に
追
っ
て
き

た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
が
書
紀
の
記
述
を
住
吉
の
側
の
論
理
へ
と

引
き
寄
せ
て
い
く
よ
う
す
が
確
認
で
き
た
。
書
紀
を
引
き
、
書
紀
に
拠
り

な
が
ら
も
、
そ
れ
を
再
生
し
、
構
築
し
な
お
す
こ
と
が
試
み
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
す
で
に
書
紀
と
は
別
の
神
話
が
で
き
あ
が
っ
て

い
た
。
書
紀
に
拠
り
つ
つ
、
書
紀
が
変
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
な
ぜ

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
う
る
の
か
。
そ
こ
に
は
も
っ
と
具
体
的
な
必

然
性
が
存
し
て
い
る
。

住
吉
大
社
の
祭
祀
に
関
わ
る
一
連
の
記
述
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
も

（Ⅱ）

の
が
見
ら
れ
る
。の
た
ま

た
も
み
の
す
ぐ
ね
う
み
の
こ
つ
み
と
が

亦
、
大
神
宣
は
く
、
「
若
し
手
嵯
足
尼
等
の
子
孫
の
過
罪
あ
り
と
錐

つ
み
な
へ

あ
っ
ぺ
き
つ
み
か
む
が
さ
だ
む

も
、
見
決
た
ま
は
ざ
れ
。
若
し
当
罪
を
勘
へ
見
決
可
き
こ
と
在
ら

ゆ
め
つ
み
さ
だ
め

む
時
は
、
替
り
て
吾
そ
の
罪
を
受
け
な
む
。
曽
、
な
勘
決
し
め
た

ゆ
る
し
ま
つ

い
ま
よ
り
の
ち

ま
ひ
そ
。
」
と
。
愛
に
皇
后
、
「
免
奉
り
て
、
自
今
以
後
は
犯
せ
る

さ
だ
め

こ
た
へ
ま
を

を

罪
も
見
決
ま
つ
ら
ず
。
」
と
勅
答
し
て
亦
了
へ
き
。

住
吉
神
と
神
功
皇
后
に
よ
っ
て
、
手
蹉
足
尼
お
よ
び
そ
の
子
孫
へ
罪
が
免

除
さ
れ
て
い
る
。
手
瑳
足
尼
と
は
、
こ
の
記
事
の
直
前
に
お
い
て
、
住
吉

た
も
み
の
す
ぐ
ね

神
に
よ
り
「
手
嵯
足
尼
を
神
主
と
な
せ
」
と
祭
祀
が
任
さ
れ
た
人
物
で

あ
る
。
住
吉
神
の
祭
祀
者
で
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
手
瑳
足
尼
と
そ
の
子

つ
み
と
が

た
も
み
の
す
ぐ
ね
う
み
の
こ

孫
の
「
過
罪
」
が
免
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
手
嵯
足
尼
等
の
子
孫

紀
が
構
築
し
た
世
界
像
そ
の
ま
ま
を
引
き
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

書
紀
の
内
容
は
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
文
脈
に
お
い
て
把
握
し
な
お
さ

れ
、
新
た
な
世
界
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ー

■■■■■■■

つ
み
と
が

の
過
罪
」
と
い
う
言
い
方
か
ら
は
、
力
点
は
手
瑳
足
尼
よ
り
も
む
し
ろ

「
子
孫
」
の
方
に
あ
る
と
も
読
め
、
祭
祀
の
起
源
た
る
時
間
に
お
い
て
す

で
に
子
孫
ま
で
が
視
野
に
入
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
大
神
が
罪
を
代
わ

り
に
受
け
る
と
す
る
な
ど
、
罪
の
こ
と
が
特
に
強
調
さ
れ
て
い
る
と
い
え

ブ（》。こ
の
記
事
の
特
異
性
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
し
ば
し
ば
注
目
さ

れ
て
き
て
お
り
、
「
罪
」
へ
の
こ
だ
わ
り
か
ら
、
『
類
聚
三
代
格
」
元
慶
三

年
（
八
七
九
）
七
月
廿
二
日
に
発
せ
ら
れ
た
太
政
官
符
と
の
関
連
が
指
摘

（吃）

さ
れ
て
い
る
。
住
吉
大
社
に
対
し
て
発
せ
ら
れ
た
そ
の
太
政
官
符
に
は
、

（Ｂ）

次
の
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。

応
し
勘
二
造
住
吉
社
神
財
帳
三
通
一
事

右
検
二
案
内
一
・
彼
社
神
財
触
レ
類
有
し
数
。
而
前
来
神
主
等
不
レ
勤
二

守
掌
一
・
錐
し
有
二
遷
替
一
終
無
二
勘
発
一
・
前
神
主
津
守
公
守
在
レ
任

之
時
。
多
失
二
神
財
一
・
非
二
只
親
自
犯
取
一
・
兼
亦
為
し
他
所
レ
盗
。

価
加
勘
責
一
解
却
已
畢
。
（
後
略
）

元
慶
三
年
七
月
廿
二
日

こ
の
官
符
自
体
は
、
住
吉
大
社
に
対
し
今
後
神
社
の
「
神
財
帳
」
を
提
出

（川）

す
る
よ
う
定
め
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
を
定
め
る
に
至
っ
た
事
情
と
し
て
右

の
よ
、
フ
に
あ
る
。
住
吉
大
社
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
神
財
が
残
さ
れ
て
い
た

が
、
神
主
が
管
理
を
怠
っ
た
た
め
、
多
く
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
責

任
を
問
わ
れ
、
当
時
の
神
主
で
あ
る
津
守
公
守
は
、
解
任
に
追
い
込
ま
れ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
官
符
を
先
ほ
ど
の
「
若
し
手
嵯
足
尼
等
の
子
孫
の
過

罪
あ
り
と
錐
も
、
見
決
た
ま
は
ざ
れ
」
の
記
述
と
重
ね
る
こ
と
で
、
『
住

吉
大
社
神
代
記
』
の
成
立
が
、
何
ら
か
の
形
で
神
主
津
守
公
守
の
解
任
と

い
う
実
際
の
出
来
事
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

- ４ ８ -
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（旧）

て
い
る
。
三
浦
佑
之
氏
は
、
次
の
よ
、
フ
に
言
、
フ
。

こ
の
事
件
は
、
世
襲
的
に
住
吉
大
社
の
祭
祀
を
司
っ
て
き
た
津
守
氏

に
は
大
き
な
衝
撃
で
、
そ
れ
に
対
す
る
反
省
と
危
機
意
識
が
本
書
成

立
の
直
接
的
な
契
機
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
で
求
め
ら

れ
た
の
が
、
自
氏
の
立
場
と
職
掌
の
正
当
性
の
拠
り
所
と
な
る
べ
き

起
源
と
確
か
な
歴
史
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
を
読
む
に
あ
た
っ
て
、
津
守
氏
と
い
う
、

氏
か
ら
の
視
点
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

奈
良
時
代
後
半
か
ら
平
安
時
代
前
期
に
か
け
て
成
立
し
て
く
る
い
わ
ゆ
る

氏
文
の
流
れ
の
一
つ
と
し
て
こ
の
書
を
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
う
し
た
「
氏
文
」
と
い
う
視
点
は
、
氏
を
媒
介
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
書
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
の
必
然
性
を
抱
え
込
ん
で
成
立
す
る
も

の
な
の
か
を
見
て
い
く
試
み
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
這
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

一
つ
一
つ
の
記
述
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
か
解
く
こ
と

（旧）

ができた。

氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
書
に
お
い
て
津
守
氏
の
存
在
は
重
要
で
あ

り
、
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
津
守
氏
は
あ
く
ま
で
住
吉
大

社
と
い
う
神
社
の
神
主
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
神
社
と
い
う
組
織
に
お

い
て
神
主
と
い
う
職
掌
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
を
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
単
に
自
氏
の
職
掌

（Ⅳ）

を
維
持
す
る
と
い
う
問
題
だ
け
で
は
な
さ
そ
う
だ
。

津
守
公
守
が
神
主
を
解
任
さ
れ
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
大
和
国
宗

像
神
社
で
も
神
宝
の
紛
失
が
取
り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
。
元
慶
五
年
（
八
八

（旧）

二
十
月
十
六
日
の
太
政
官
符
。

応
下
准
二
筑
前
国
本
社
一
置
中
従
一
位
勲
八
等
宗
像
大
神
社
神
主
上
事

坐
二
大
和
国
城
上
郡
登
美
山
一

正
六
位
上
高
階
真
人
仲
守

…
件
社
坐
二
大
和
国
城
上
郡
登
美
山
一
・
…
氏
人
等
所
し
奉
神
宝
井
園

地
色
数
梢
多
。
高
階
真
人
累
代
鱗
次
執
二
当
社
事
一
・
而
今
経
し
世
久

遠
人
意
僻
緩
。
或
不
レ
勤
二
守
掌
一
紛
二
失
神
宝
一
・
或
彼
此
相
譲
關
二

怠
祭
事
一
。
如
レ
是
之
故
屡
致
二
重
崇
一
・
価
可
下
准
二
本
社
一
置
中
神

主
上
状
。
去
年
申
し
官
。
而
未
レ
蒙
二
裁
下
一
・
件
仲
守
天
性
清
廉
堪
レ

為二神主一・望請。早被一一補任一令し掌一一神事一・

大
和
国
宗
像
神
社
に
は
神
宝
や
神
領
が
多
く
あ
り
、
高
階
氏
が
代
々
神
社

の
諸
事
を
行
っ
て
い
た
が
、
時
代
を
経
る
に
従
い
、
勤
め
を
怠
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
神
宝
を
紛
失
し
た
り
、
祭
事
を
僻
怠
し
た
り
と
い
う
こ
と

が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
筑
前
国
宗
像
神
社
に
倣
い
、
新
た
に
「
神

主
」
を
お
く
こ
と
が
定
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
も

神
宝
の
紛
失
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
。
そ
の
対
処
と
し
て
行
わ
れ

て
い
る
の
が
、
「
神
主
」
の
設
置
で
あ
っ
た
。
し
か
し
神
主
と
し
て
選
ば

れ
て
い
る
の
は
「
高
階
真
人
仲
守
」
で
あ
る
。
宗
像
神
社
で
は
、
「
高
階

真
人
累
代
鱗
次
執
二
当
社
事
一
」
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で
も
高
階
氏

が
代
々
神
社
の
諸
事
を
行
っ
て
い
た
。
「
神
主
」
は
あ
く
ま
で
そ
の
「
高

階
真
人
」
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
の
だ
。
過
失
が
あ
ろ
う
と
も
、
神
を

祀
る
氏
は
守
ら
れ
て
い
る
。

住
吉
大
社
に
お
い
て
も
、
元
慶
三
年
公
守
解
任
後
、
他
氏
が
神
主
職
に

割
り
込
ん
で
き
た
形
跡
は
な
い
。
神
主
を
続
け
て
い
く
の
は
津
守
氏
に
限

ら
れ
て
い
た
。
と
す
る
と
、
こ
の
事
件
自
体
、
「
氏
」
の
危
機
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
問
題
は
、
む
し
ろ
「
解
却
」
そ
の
も
の
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
。
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津
守
公
守
が
神
主
を
解
任
さ
れ
た
理
由
は
何
か
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も

な
く
、
神
社
の
神
財
を
な
く
し
た
た
め
で
あ
る
。
官
符
に
は
、
「
神
主
等

不
レ
勤
二
守
掌
一
」
と
あ
る
。
神
財
を
失
う
こ
と
は
「
守
掌
」
を
怠
っ
た
と

見
な
さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
宗
像
神
社
に
出
さ
れ
た
官
符
の

言
い
方
「
或
不
レ
勤
一
守
掌
一
紛
二
失
神
宝
匡
と
ま
さ
に
重
な
っ
て
く
る
。

神
宝
を
な
く
す
と
い
う
こ
と
を
共
通
の
問
題
と
し
た
二
つ
の
太
政
官
符

は
、
一
つ
は
神
主
の
解
任
を
し
、
も
う
一
つ
は
神
主
の
任
命
を
し
た
。
一

見
逆
の
結
果
を
導
い
た
と
見
え
る
も
の
の
、
神
主
の
解
任
が
、
そ
の
後
の

新
た
な
神
主
の
任
命
を
引
き
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
両
者

に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
は
、
同
じ
範
曉
に
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

つ（》Ｏ宗
像
神
社
の
神
主
に
つ
い
て
は
「
件
仲
守
天
性
清
廉
堪
レ
為
一
一
神
主
こ

と
あ
り
、
仲
守
が
選
ば
れ
た
の
は
「
天
性
清
廉
」
で
あ
る
た
め
だ
っ
た
。

こ
れ
は
先
ほ
ど
の
、
「
守
掌
」
を
行
い
う
る
人
物
と
し
て
の
条
件
を
示
し

た
部
分
だ
と
も
い
え
る
。
神
主
た
る
に
ふ
さ
わ
し
い
条
件
と
し
て
、
「
清

廉
」
と
い
う
こ
と
が
見
出
さ
れ
て
い
る
。
神
職
に
携
わ
る
者
に
「
清
」
を

求
め
る
の
は
、
あ
る
意
味
で
当
然
と
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
の
当
然
の

こ
と
は
、
次
の
太
政
官
符
に
よ
り
、
神
主
の
任
用
基
準
と
し
て
明
文
化
さ

（旧）

れ
て
い
る
の
だ
っ
た
。

応
し
任
一
諸
国
神
宮
司
神
主
一
事

右
大
納
言
従
三
位
神
王
宣
。
奉
レ
勅
。
掃
レ
社
敬
レ
神
。
錆
し
禍
致
し

福
。
今
聞
。
神
宮
司
等
一
任
終
身
。
侮
頴
不
し
敬
。
崇
筈
屡
藻
。

宜
乙
自
レ
今
以
後
。
簡
下
択
彼
氏
中
潔
清
廉
貞
堪
二
神
主
一
者
上
補
任
。

限以一一六年一相替甲。

延
暦
十
七
年
正
月
廿
四
日

延
暦
十
七
年
（
七
九
八
）
、
「
応
し
任
二
諸
国
神
宮
司
神
主
一
事
」
と
す
る

こ
の
官
符
で
は
、
そ
れ
ま
で
終
身
の
職
で
あ
っ
た
神
主
の
任
期
を
六
年
に

定
め
、
同
時
に
神
主
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
の
基
準
と
し
て
「
彼
氏
中
潔
清

廉
貞
堪
一
一
神
主
一
者
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
氏
中
」
と
、

神
を
祀
る
氏
の
継
承
は
認
め
な
が
ら
も
、
「
潔
清
廉
貞
」
が
そ
の
条
件
と

な
る
の
だ
。
こ
れ
は
「
潔
清
廉
貞
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
通
し
て
、
国
家

が
神
、
王
の
選
択
権
を
掌
握
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
に
合
わ
な
け
れ
ば
「
解
却
」
と
い
う
形
で
神
主
の

（的）

補
任
に
介
入
し
う
る
よ
管
フ
に
も
な
る
の
だ
。
こ
れ
は
い
、
７
ま
で
も
な
く
、

（副）

国
家
に
よ
る
神
社
統
制
上
の
政
策
で
あ
り
、
そ
の
た
め
、
こ
の
官
符
は
そ

（配）

の
後
の
太
政
官
符
に
も
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

住
吉
大
社
や
宗
像
神
社
に
出
さ
れ
た
太
政
官
符
も
、
こ
う
し
た
状
況
と

（詞）

無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
。
神
主
の
解
任
や
新
た
な
任
命
は
、
単
純
に
神

職
の
怠
慢
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
ｌ
表
面
上
は
そ
れ
が
理
由
と
な
る
が
ｌ
（鋼）

神
社
を
管
理
し
て
行
こ
、
フ
と
す
る
動
き
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
時
期
行
政
上
の
一
つ
の
課
題
と
し
て
神
社
統
制
の

あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
神
社
を
国
家
の
も
と
に
管
理
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
形
で
統
制
が
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
自
体
、
裏
を
返
せ
ば
、
国
家
が
神
社
を
掌
握
で
き
ず
に
い
る
証

（閉）

拠
で
も
あ
る
。
延
喜
十
七
年
及
び
元
慶
五
年
の
二
つ
の
太
政
官
符
で
は

「
崇
」
が
発
生
し
て
い
る
。
そ
の
原
因
は
、
神
官
達
の
怠
慢
に
あ
る
と
さ

れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
国
家
か
ら
の
認
識
で
あ
る
。
崇
り
は
、

神
官
達
を
統
制
す
る
に
際
し
て
の
理
由
付
け
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
崇
り
の
多
発
し
て
く
る
混
乱
状
態
こ
そ
、
国

家
か
ら
見
て
、
各
神
社
が
掌
握
で
き
て
い
な
い
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
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見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
両
者
の
食
い
違
い
が
崇
り
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
国
家
の
干
渉
に
対
す
る
神
社
側
の
反
応
を
、
次
の

記
事
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）

（妬）

二
月
十
三
日
条
。

神
祇
官
奏
言
。
大
和
国
三
歳
神
。
旧
充
二
神
主
一
・
而
新
置
し
之
。

致
二
崇
筈
一
実
由
レ
此
。
佃
更
停
焉
。

大
和
国
三
歳
神
社
に
神
主
を
新
設
し
た
と
こ
ろ
、
崇
り
が
お
き
た
の
で
も

と
に
戻
し
た
と
あ
る
。
「
停
焉
」
と
あ
る
も
の
の
、
宗
像
神
社
の
場
合
が

（訂）

そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
神
を
祀
る
者
が
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
と
す
る

僻と、これは「神、王」という制度を問題としていることになる。

綿この記事は、神社が、国家による神職の掌握を嫌ったものとし

（記）

肋て解釈することができよう。崇りによって神、王の設置を拒否し

己桶ているのだ。そして神主の設置が事実停止されていることから

州は、崇りを媒介とした神社の、王張を、国家側も認めざるを得な

欲かつたのである。

住
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
押
さ
え
た
上
で
、
は
じ
め
に
見
た
「
住
吉
大
社
神

-

た
も
み
の
す
ぐ
ね

代
記
」
の
罪
の
記
述
に
戻
る
。
「
手
瑳
足
尼
等
の
子
孫
の
過
罪
」
を
免
除

す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
手
援
足
尼
が
「
神
主
」
た
る
人
物
で
あ
る

こ
と
を
思
い
起
こ
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
住
吉
大
社
の
祭
祀
者
で
あ
る
神
主

あ
っ
ぺ
き
つ
み

へ
、
国
家
の
関
与
を
禁
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
若
し
当
罪
を

か
む
が
さ
だ
む

勘
へ
見
決
可
き
こ
と
在
ら
む
時
は
、
替
り
て
吾
そ
の
罪
を
受
け
な
む
。
」

と
は
、
神
が
罪
を
代
替
す
る
と
い
う
宣
言
で
あ
る
。
神
主
へ
の
罪
は
、
最

も
清
浄
で
あ
る
べ
き
神
に
罪
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
あ
る
べ

か
ら
ざ
る
選
択
の
は
ず
だ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
神
主
は
罪
か
ら
解
放
さ
れ
る

と
同
時
に
、
こ
の
言
葉
自
体
、
神
主
が
い
か
に
神
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

神
に
近
接
し
た
存
在
で
あ
る
か
を
表
し
て
い
る
。
神
主
は
、
神
と
の
関
わ

り
に
よ
っ
て
し
か
あ
り
え
ず
、
そ
こ
に
は
何
人
で
あ
っ
て
も
介
入
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
、
神
と
そ
れ
を
祀
る
も
の
と
の
関
係
が
、
こ

の
よ
う
な
記
述
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
関
係
の
近
さ
ゆ
え
、
住
吉
神
の

祭
祀
に
関
し
て
、
大
社
の
地
お
よ
び
神
主
手
捷
足
尼
と
い
う
二
つ
の
託
宣

の
後
、
第
三
の
託
宣
と
し
て
こ
こ
が
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

手
嵯
足
尼
の
罪
に
つ
い
て
は
、
は
じ
め
に
見
た
、
大
神
の
託
宣
と
そ
れ

を
確
定
す
る
神
功
皇
后
と
の
や
り
と
り
の
後
、
ふ
た
た
び
大
神
に
よ
る
次

の
よ
、
フ
な
言
葉
が
続
い
て
い
る
。
み

こ

と

の

り

た

が

つ

み

さ

だ

め

時
に
大
神
日
は
く
、
「
此
の
勅
旨
に
誤
ひ
て
、
若
し
見
決
ら
る
れ

く
に
い
へ
わ
ざ
わ
ひ
え
や
み
み
だ
れ
く
ち
あ
へ
も
ろ
も
ろ
の

ば
、
天
の
下
の
宗
廟
社
穫
に
災
難
・
病
患
・
兵
乱
・
口
舌
・
諸
悪

あ
し
き
こ
と

う
け
ひ

難
疾
疫
の
起
る
在
ら
む
」
と
盟
宣
賜
ひ
き
。

神
功
皇
后
の
「
勅
旨
」
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
場
合
は
、
天
下
に
様
々
な
災

い
を
起
こ
す
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
確
認
し
た
三
歳
神
の
票

り
と
同
じ
で
は
な
い
か
。
神
の
崇
り
が
神
主
す
な
わ
ち
神
社
の
運
営
権
を

保
障
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
崇
り
と
は
、
神
の
立
ち
現
れ
る
始
原
の
状
態

（四）

で
あ
る
。
住
吉
神
は
満
足
な
祭
祀
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
場
合
、
こ
の
よ
う

な
祭
祀
以
前
の
状
態
へ
立
ち
戻
る
と
託
宣
を
下
す
の
で
あ
る
。
神
主
が
い

な
い
と
は
つ
ま
り
そ
、
う
い
う
こ
と
だ
ろ
、
フ
。
神
の
意
志
と
異
な
る
人
物
に

よ
る
祭
祀
が
成
り
立
た
な
い
の
は
、
大
物
主
神
と
大
田
田
根
子
の
関
係
に

（卯）

よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
。
神
を
祀
る
こ
と
の
で
き
る
者
、
そ
れ
は
神
に
よ
っ

て
選
ば
れ
た
者
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
そ
の
こ
と
が
本
書
に
お
い
て
確
認

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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手
桂
足
尼
の
罪
の
記
述
を
検
討
す
る
過
程
で
、
平
安
前
期
に
お
け
る
神

社
の
抱
え
る
状
況
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
国
家
に
よ
る
体
系
化
が
計
ら
れ

る
中
、
神
社
は
そ
の
変
動
の
波
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
時
は
そ
れ
を

利
用
し
、
あ
る
時
は
そ
れ
を
拒
否
す
る
。
み
ず
か
ら
の
神
を
拠
り
所
に
、

神
社
は
国
家
と
の
微
妙
な
せ
め
ぎ
合
い
を
繰
り
広
げ
た
。

住
吉
大
社
も
ま
た
、
平
安
前
期
に
お
い
て
国
家
権
力
の
介
入
を
体
験

し
、
そ
れ
に
つ
い
て
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
そ
雲
フ
し
た

中
で
、
神
主
た
ち
は
自
ら
の
根
拠
、
す
な
わ
ち
自
分
た
ち
が
祭
祀
を
行
っ

て
い
る
神
と
、
あ
ら
た
め
て
向
き
合
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
祭
祀
を
通
し
て
最
も
近
く
接
す
る
神
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の

か
。
神
社
と
い
う
神
ま
つ
り
の
場
に
お
い
て
、
神
、
そ
し
て
神
と
の
関
わ

り
自
体
が
切
実
に
問
わ
れ
て
い
く
。
神
社
に
お
け
る
神
話
は
、
そ
う
し
た

中
で
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

本
書
は
、
正
確
に
は
、
書
紀
を
引
用
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
書
紀
は

読
み
か
え
ら
れ
、
解
釈
を
受
け
た
姿
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
う
し

た
書
紀
へ
の
態
度
は
、
国
家
と
の
関
わ
り
と
通
じ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。

書
紀
の
記
事
を
引
く
の
は
、
国
家
の
正
統
な
神
話
と
の
認
識
が
あ
る
か
ら

だ
。
し
か
し
、
書
紀
と
い
う
出
典
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
組
み
換
え
て
し
ま
え

る
の
は
、
住
吉
大
社
に
と
っ
て
の
神
話
が
一
方
で
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め

で
あ
ろ
う
。
は
じ
め
に
見
た
書
紀
引
用
に
戻
れ
ば
、
そ
こ
で
は
神
の
存
在

が
両
書
を
分
け
て
い
た
。
そ
し
て
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
お
い
て
「
天

神
」
と
は
、
み
ず
か
ら
の
神
た
る
住
吉
神
（
Ⅱ
「
大
神
」
）
と
い
う
具
体

性
の
中
で
し
か
意
味
を
持
た
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
『
日
本
書
紀
』
が
住

三

吉
大
社
の
世
界
観
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
結
果
と

し
て
書
紀
と
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
住
吉
大
社
に
お
い
て
は
、

そ
、
フ
あ
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
本
書
が
後
半
部
分
に
多
く
持
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
古
伝
承
に
つ
い
て
も
、
単
純
に
伝
承
と
い
っ
て
し
ま
う
こ
と
は

で
き
な
く
な
る
。
古
伝
承
自
体
、
住
吉
大
社
と
い
う
存
在
を
通
し
た
世
界

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
本
書
成
立
に
あ
た
っ
て
整
理
さ
れ
、
新
た
な
意
味

付
け
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
住
吉
大
社
神
代
記
」
は
、
大
き
く
二
つ
の
部
分
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
、
書
紀
の
記
事
を
引
き
な
お
す
こ
と
に
よ
っ
て
な
り
た
っ
て
い
た
の

は
、
主
に
そ
の
前
半
部
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
こ
の
世
の
成
り
立
ち
が

天
地
開
聞
か
ら
は
じ
ま
り
、
住
吉
神
の
誕
生
に
い
た
る
ま
で
、
て
い
ね
い

に
書
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
神
代
の
世
界
ｌ
い
わ
ゆ
る
神
代
紀
Ｉ
が
、
天

地
開
聞
の
時
間
か
ら
、
す
べ
て
住
吉
神
の
誕
生
を
導
く
も
の
と
し
て
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
世
界
は
住
吉
神
を
中
心
に
存
在
す
る
の
で
あ

る
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
の
「
神
代
」
は
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な

い
。
住
吉
神
の
誕
生
の
後
に
、
書
紀
で
は
神
功
摂
政
紀
に
あ
た
る
、
新
羅

や
百
済
を
中
心
と
し
た
住
吉
神
の
活
躍
が
続
い
て
い
る
。
こ
こ
も
ま
た
、

同
じ
く
「
神
代
」
と
し
て
書
か
れ
る
の
だ
。
天
皇
を
軸
と
し
た
書
紀
に
対

し
、
「
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
神
に
視
点
を
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
、
こ

こ
か
ら
も
分
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
神
へ
の
視
点
は
、
独
自
記
事
を
中
心

と
し
た
後
半
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
大
社
の
神
領
地
の
由

来
が
語
ら
れ
る
が
、
各
神
領
地
ご
と
の
土
地
の
確
定
は
、
神
の
現
れ
に
よ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
、
本
書
は
「
神
代
記
」
で
あ
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
で
は
、
住
吉
大
社
の
神
話
が
、
あ

る
い
は
書
紀
を
引
き
、
ま
た
古
伝
承
や
独
自
の
記
述
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ

て
い
る
。
平
安
前
期
、
神
社
で
は
自
ら
の
根
拠
を
再
確
認
す
る
要
求
が
起

こ
っ
て
く
る
。
国
家
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
改
め
て
そ
の
拠
り
所
た
る
神

話
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
は
、
そ
う
し
た
中

で
、
住
吉
大
社
に
と
っ
て
の
正
し
い
神
話
探
求
の
営
み
で
あ
っ
た
。
住
吉

大
社
と
い
う
一
つ
の
神
社
が
、
み
ず
か
ら
の
神
た
る
住
吉
神
と
の
関
わ
り

に
お
い
て
神
話
を
見
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
住
吉
の
世
界
観
に
よ
っ
て

見
ら
れ
る
神
話
、
そ
れ
が
「
住
吉
大
社
神
代
記
』
だ
と
い
え
よ
う
。

注
（
１
）
武
田
祐
吉
「
住
吉
神
社
神
代
記
に
つ
い
て
」
（
『
国
史
学
』
一
三

一
九
三
二
・
二
）
、
田
中
卓
『
住
吉
大
社
神
代
記
の
研
究
』
（
住
吉

大
社
住
吉
講
、
一
九
五
○
・
田
中
卓
著
作
集
七
国
書
刊
行
会
、
一

九
八
五
）
、
西
宮
一
民
「
仮
名
遣
を
通
し
て
見
た
る
住
吉
神
社
神
代

記
」
（
『
萬
葉
』
六
三
、
一
九
六
七
・
二
）
、
坂
本
太
郎
「
住
吉
大
社

神
代
記
に
つ
い
て
」
含
国
史
学
』
八
九
、
一
九
七
二
・
一
二
）
・

成
立
に
つ
い
て
は
、
奥
書
の
天
平
三
年
（
七
三
二
、
ま
た
郡
判
・

職
判
の
請
わ
れ
た
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
の
真
偽
を
め
ぐ
っ
て
議
論

が
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
西
宮
一
民
氏
は
仮
名
遣
い
の
検
討
か
ら
、
そ

の
成
立
は
奈
良
時
代
と
は
考
え
ら
れ
ず
十
世
紀
に
入
る
と
し
て
い

る
。
ま
た
、
坂
本
太
郎
氏
も
歴
史
学
の
方
向
か
ら
、
早
く
と
も
元
慶

三
年
（
八
七
九
）
以
降
、
十
世
紀
末
頃
ま
で
の
成
立
で
あ
る
こ
と
を

論
証
し
た
。
こ
の
二
氏
の
研
究
が
現
在
こ
の
書
の
成
立
を
考
え
る
上

で
の
指
針
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
そ
れ
に
従
い
、
そ
の
成
立
は

九
世
紀
後
半
か
ら
十
世
紀
末
に
入
る
も
の
と
し
て
検
討
を
行
う
。

（
２
）
坂
本
太
郎
氏
（
注
１
論
文
）
は
、
本
書
が
書
紀
と
の
重
複
記
事
を

持
つ
こ
と
に
つ
い
て
、
「
住
吉
大
神
と
は
直
接
関
係
の
な
い
部
分
が

余
り
に
も
多
」
く
、
「
書
紀
の
文
の
街
学
的
な
無
計
画
な
転
載
で
あ

る
」
と
し
て
い
る
。

（
３
）
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
の
中
に
は
、
「
日
本
紀
に
曰
く
」
な
ど
の
よ

う
に
『
日
本
書
紀
」
を
出
典
と
し
て
提
示
し
て
い
る
言
葉
は
な
い
。

こ
の
書
自
体
は
、
書
紀
か
ら
の
文
と
そ
れ
以
外
の
（
本
書
独
自
の
）

文
と
を
区
別
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
り
、
引
用
と
し
て
見
え
る
の

は
、
あ
く
ま
で
今
日
か
ら
の
視
点
で
あ
っ
て
、
こ
の
書
自
身
の
意
識

と
し
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

（
４
）
『
住
吉
大
社
神
代
記
」
の
書
き
下
し
文
は
、
田
中
卓
『
住
吉
大
社

神
代
記
の
研
究
』
（
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
）
所
収
の
「
訓
解
・

住
吉
大
社
神
代
記
」
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

（
５
）
『
日
本
書
紀
』
の
当
該
部
分
に
あ
た
る
神
功
皇
后
摂
政
四
十
七
年

か
ら
五
十
一
年
の
春
三
月
ま
で
を
次
に
引
く
。
『
住
吉
大
社
神
代
記
』

と
重
な
る
記
述
に
は
波
線
を
施
し
た
。
先
の
Ａ
１
Ｅ
と
の
対
応
を
、

ａ
～
ｅ
と
し
て
あ
げ
る
。
本
文
は
『
日
本
書
紀
』
（
中
央
公
論
社
、

一九八七）による。

ａ
冊
七
年
夏
四
月
、
百
済
王
使
二
久
氏
・
彌
州
流
・
莫
古
一
、
令
二
朝

貢
一
・
時
新
羅
国
調
使
、
与
二
久
氏
一
共
詣
。
船
是
皇
太
后
・
太
子

誉
田
別
尊
、
大
歓
喜
之
日
、
先
王
所
望
国
人
、
今
来
朝
之
。
痛
哉

不
し
逮
二
子
天
皇
一
美
。
群
臣
皆
莫
レ
不
二
流
涕
一
・
冊
検
二
校
二
国

之
貢
物
一
・
紗
是
新
羅
貢
物
者
、
珍
異
甚
多
。
百
済
貢
物
者
、
少

賎
不
し
良
。
便
問
二
久
氏
等
一
日
、
百
済
貢
物
、
不
し
及
二
新
羅
一
、

奈
之
何
。
対
日
、
臣
等
失
し
道
、
至
二
沙
比
新
羅
一
・
則
新
羅
人

捕
二
臣
等
一
禁
二
囹
囿
一
・
経
一
一
三
月
一
而
欲
レ
殺
・
時
久
氏
等
、

向
レ
天
而
呪
誼
之
。
新
羅
人
怖
二
其
呪
誼
一
而
不
レ
殺
。
則
奪
二
我

貢
物
一
、
因
以
為
二
己
国
之
貢
物
一
・
以
二
新
羅
賎
物
一
、
相
易
為
二
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Ｃ
冊
九
年
春
三
月
、
以
二
荒
田
別
・
鹿
我
別
一
為
二
将
軍
一
・
則
与
二

久
氏
等
一
、
共
勒
レ
兵
而
度
之
、
至
二
卓
淳
国
一
、
将
レ
襲
二
新
羅
一
・

時
或
日
、
兵
衆
少
之
、
不
し
可
レ
破
二
新
羅
一
・
更
復
奉
二
上
沙
白
・

蓋
盧
一
、
請
レ
増
二
軍
士
一
・
即
命
一
一
木
羅
斤
資
・
沙
々
奴
鮠
一
（
割

注
省
略
）
領
二
精
兵
一
、
与
二
沙
白
・
蓋
盧
一
共
遣
之
。
倶
集
二
子

卓
淳
一
、
撃
二
新
羅
一
而
破
之
。
因
以
平
二
定
比
自
体
・
南
加
羅
・

曄
国
・
安
羅
・
多
羅
・
卓
淳
・
加
羅
七
国
一
・
価
移
し
兵
、
西
廻

至
二
古
実
津
一
、
屠
二
南
蛮
枕
彌
多
礼
一
、
以
賜
二
百
済
一
・
払
是
其

王
肖
古
及
王
子
貴
須
、
亦
領
レ
軍
来
会
．
時
比
利
・
辞
中
・
布
彌

支
・
半
古
、
四
邑
、
自
然
降
服
。

ｄ
是
以
百
済
王
父
子
及
荒
田
別
・
木
羅
斤
資
等
、
共
会
二
意
流
村
一
・

（
音
注
省
略
）
相
見
欣
感
。
厚
し
礼
送
遣
之
。
唯
千
熊
長
彦
与
二
百

ｂ
紗
是
遣
二
千
熊
長
彦
子
新
羅
一
、
責
以
レ
濫
二
百
済
之
献
物
一
。

ｅ
五
十
年
春
二
月
、
荒
田
別
等
還
之
。
夏
五
月
、
千
熊
長
彦
・
久
氏

万
歳
、
無
し
絶
無
し
窮
。
常
称
二
西
蕃
一
、
春
秋
朝
貢
・
則
将
二
千

熊
長
彦
一
、
至
二
都
下
一
厚
加
二
礼
遇
一
・
亦
副
二
久
氏
等
一
而
送
之
。

済
王
一
、
至
二
子
百
済
国
一
、
登
二
辞
支
山
一
盟
之
。
復
登
二
古
沙
山

達
二
干
天
朝
一
・
陸

１

１

以
祈
二
天
神
一
日
、

１

１

而
盟
者
、
示
二
長
遠
之
不
咳
巧
者
也
。
是
以
自
レ
今
以
後
、

Ｉ

ｉ

ｉ

恐見二火焼一・且取レ木為し坐、

当
遣
二
誰
人
齢
新
羅
一
、
将
推
二
間
其
罪
一
・
便
天
神
謁
之
日
、

令
二
武
内
宿
彌
行
戸
議
。
因
以
二
千
熊
長
彦
一
為
二
使
者
一
、
当
如
二

所願一。（割注省略）

臣
国
之
貢
物
一
・
謂
二
臣
等
一
日
、
若
誤
二
此
辞
一
者
、
及
二
子
還

日
一
、
当
殺
二
汝
等
一
・
故
久
氏
等
恐
怖
而
従
耳
。
是
以
僅
得
レ

達
二
子
天
朝
一
・
時
皇
太
后
・
誉
田
別
尊
、
責
一
一
新
羅
使
者
一
、
因

一
、
共
居
二
磐
石
上
一
・
時
百
済
王
盟
之
日
、
若
敷
レ
草
為
し
坐
、

当
遣
二
誰
人
紗
百
済
一
、
将
検
二
事
之
虚
実
一
・

（

Ｉ恐為レ水流。

Ｉ

故
居
二
盤
石
一

Ｉ
毫千

秋

者
、
是
天
所
し
致
。
非
二
由
し
人
故
一
・
玩
好
珍
物
、
先
所
し
未
し

有
。
不
し
閲
二
歳
時
一
、
常
来
貢
献
。
朕
省
二
此
款
一
、
毎
用
喜
焉
。

如二朕存時一、敦加二恩恵一・

（
６
）
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
新
羅
を
討
伐
し
た
後
、
百
済
の
王
父
子
が

荒
田
別
に
礼
を
尽
く
し
荒
田
別
等
を
送
り
遣
わ
し
た
と
す
る
直
後

で
、
「
唯
し
干
熊
長
彦
と
百
済
の
王
と
の
み
、
百
済
国
に
至
り
て
…

（
百
済
王
の
誓
い
ご
と
千
熊
長
彦
が
登
場
し
、
こ
こ
に
お
い
て
は
じ

め
て
千
熊
長
彦
も
新
羅
遠
征
に
加
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

（
７
）
事
の
真
相
究
明
を
す
る
使
者
と
し
て
示
さ
れ
た
千
熊
長
彦
は
、
は

じ
め
新
羅
へ
渡
る
が
、
こ
の
人
物
が
単
に
事
実
究
明
の
み
な
ら
ず
、

実
は
全
体
の
成
り
行
き
を
見
届
け
る
者
と
し
て
い
る
た
め
に
、
そ
の

後
も
荒
田
別
と
行
動
を
共
に
し
た
こ
と
が
、
百
済
へ
も
渡
る
時
点
に

お
い
て
分
か
る
こ
と
を
い
う
。
軍
事
力
行
使
を
荒
田
別
の
役
割
と
考

え
る
と
、
そ
れ
が
終
わ
る
ま
で
千
熊
長
彦
は
登
場
で
き
な
い
の
だ
ろ

、
フ
。

（
８
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
日
本
書
紀
』
（
岩
波
書
店
一
九
六
七
）
。

該
当
箇
所
の
位
置
を
、
注
５
の
書
紀
本
文
ａ
～
ｅ
に
よ
っ
て
示
す
。

（
９
）
『
令
義
解
』
に
は
「
天
神
は
伊
勢
、
山
城
の
鴨
、
住
吉
、
出
雲
の

国
造
が
斎
く
神
等
の
類
是
な
り
」
と
あ
り
、
住
吉
神
も
天
神
系
の
神

で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
「
大
神
」
と
な
る
と
、
住
吉
神
は
住
吉
大

等
、
至
レ
自
二
百
済
一
・
舩
是
皇
太
后
歓
之
問
二
久
氏
一
日
、
海
西

諸
韓
、
既
賜
二
汝
国
一
・
今
何
事
以
頻
復
来
也
。
久
氏
等
奏
日
、

天
朝
鴻
沢
、
遠
及
二
弊
邑
一
・
吾
王
歓
喜
踊
躍
、
不
し
任
二
子
心
一
・

故
因
二
還
使
一
、
以
致
二
至
誠
一
・
錐
し
逮
二
万
世
一
、
何
年
非
し
朝
。

皇
太
后
勅
云
、
善
哉
汝
言
。
是
朕
懐
也
。
増
二
賜
多
沙
城
一
、
為
二

往
還
路
駅
一
・
五
十
一
年
春
三
月
、
百
済
王
亦
遣
二
久
氏
一
朝
貢
。

紗是、

凹
壷
咽
二
太
子
及
武
内
宿
綴
一
円
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社
と
の
関
わ
り
の
中
で
、
住
吉
大
社
が
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
神
と
し

て
導
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
認
識
の
仕
方
に
は
違
い
の
あ
る
こ
と
が

わかる。

（
刑
）
『
万
葉
集
』
に
は
「
住
吉
の
現
人
神
船
の
舳
に
領
き
給
ひ
」

（
巻
六
・
一
○
二
○
）
、
「
住
吉
の
わ
が
大
御
神
船
の
舳
に
領

き
坐
し
」
（
巻
十
九
・
四
二
四
五
）
な
ど
あ
り
、
航
海
に
際
し
住
吉

神
を
船
に
祀
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
、
『
延
喜
式
』
や

『
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
」
で
は
航
海
時
に
住
吉
神
に
幣
帛
を
奉
る
こ

と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
当
時
の
住
吉
祭
祀
の
蓄
積
が
本

書
の
表
現
を
支
え
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
に
も
留
意
す
る
必
要

がある、フ。

（
Ⅱ
）
こ
こ
は
、
書
紀
引
用
を
基
調
と
す
る
前
半
部
の
中
で
、
本
書
に
独

自
に
見
ら
れ
る
記
事
が
、
住
吉
大
社
の
祭
祀
を
中
心
に
大
幅
に
入
れ

ら
れ
て
お
り
、
書
紀
の
再
構
成
が
独
自
記
事
の
挿
入
に
よ
っ
て
特
に

顕
著
に
な
っ
て
い
る
部
分
と
い
え
る
。

（
、
）
こ
の
事
件
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
宮
地
直
一
氏
（
「
住
吉
神
代

記
解
説
」
今
住
吉
神
代
記
』
原
寸
写
真
複
製
版
住
吉
大
社
、
一
九

三
六
〉
）
で
あ
る
が
、
罪
の
記
述
と
直
接
関
わ
る
可
能
性
を
示
唆
し

た
の
は
西
宮
一
民
氏
（
前
掲
注
１
論
文
）
に
は
じ
ま
る
。
そ
の
他
の

主
な
論
文
は
以
下
の
通
り
。
坂
本
太
郎
（
前
掲
注
１
論
文
）
、
熊
谷

保
孝
弓
住
吉
大
社
神
代
記
』
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
覚
え
書
」

含
神
道
研
究
集
録
』
一
、
一
九
七
四
・
三
）
、
三
浦
祐
之
弓
住
吉
大

社
神
代
記
』
の
成
立
と
内
容
」
亀
古
代
文
学
』
二
一
、
一
九
八
二
・

一一一）Ｏ

（
咽
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
吉
川
弘
文
館
、

一九六五）。

（
Ｍ
）
坂
本
太
郎
氏
は
、
注
１
論
文
に
お
い
て
二
神
代
記
』
に
あ
げ
ら

れ
た
神
財
目
録
は
、
元
慶
三
年
以
後
い
つ
の
時
に
か
作
ら
れ
た
神
財

帳
の
悌
を
残
し
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
」
と
、
本
書
冒
頭
近

く
に
あ
る
神
財
目
録
と
、
こ
の
時
提
出
さ
れ
た
「
神
財
帳
」
と
の
関

わ
り
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
巧
）
三
浦
祐
之
「
氏
族
と
神
話
」
含
日
本
文
芸
史
古
代
Ｉ
』
古
橋
信

孝
編
河
出
書
房
新
社
、
一
九
八
八
）
。

（
賂
）
三
浦
祐
之
氏
の
「
稚
拙
で
あ
る
と
し
て
も
、
書
紀
を
抄
出
し
た
り

組
み
替
え
た
り
し
て
い
る
の
は
、
『
住
吉
神
代
記
』
の
編
者
の
な
か

に
、
書
紀
の
記
述
を
解
釈
し
住
吉
大
社
の
側
の
〈
縁
起
〉
と
し
て
そ

れ
を
利
用
し
て
ゆ
く
と
い
う
積
極
的
な
意
図
が
あ
っ
た
、
と
考
え
る

べ
き
だ
と
思
う
。
」
（
前
掲
注
皿
論
文
）
と
い
う
姿
勢
も
こ
こ
か
ら
出

てノ、る。

（
Ⅳ
）
前
掲
注
巧
論
文
に
お
い
て
三
浦
氏
は
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
を

「
自
氏
の
危
機
を
乗
り
越
え
よ
う
と
」
す
る
試
み
と
し
て
と
ら
え
て

お
り
、
書
紀
引
用
に
よ
っ
て
津
守
氏
の
「
歴
史
性
と
正
当
性
は
中
央

に
保
証
さ
れ
」
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
氏
は
、
国
家
に
よ
っ

て
自
氏
の
職
掌
を
認
め
て
も
ら
う
と
い
う
構
図
を
、
他
の
氏
文
類
と

同
様
、
『
住
吉
大
社
神
代
記
』
に
お
い
て
も
想
定
し
て
い
る
。
し
か

し
、
神
社
の
神
主
と
は
何
か
を
考
え
る
と
、
国
家
と
の
関
わ
り
方
も

異
な
っ
て
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

（
肥
）
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
吉
川
弘
文
館
、

一九六五）。

（
型
『
類
聚
三
代
格
』
巻
一
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
吉
川
弘
文
館
、

一
九
六
五
）
。
『
類
聚
国
史
」
に
も
、
日
付
が
十
日
ほ
ど
ず
れ
る
も
の

の
、
同
一
の
勅
か
と
思
わ
れ
る
記
事
が
の
せ
ら
れ
て
い
る
。
あ
わ
せ

て
次
に
あ
げ
て
お
く
。

桓
武
天
皇
延
暦
十
七
年
正
月
乙
巳
（
十
四
）
。
勅
。
掃
レ
社
敬
レ
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神
。
錆
し
禍
致
し
福
。
今
聞
。
神
宮
司
等
。
一
任
終
身
。
侮
穎
不
し

敬
。
崇
筈
屡
藻
。
宜
下
天
下
諸
国
神
宮
司
。
神
主
。
神
長
等
。

択
二
氏
中
清
慎
者
一
補
し
之
。
六
年
相
替
上
。

（
別
）
『
類
聚
国
史
』
神
祇
部
十
九
に
、
こ
の
三
ヶ
月
前
の
記
事
と
し
て

「
延
暦
十
六
年
十
月
丙
寅
勅
云
々
・
又
祝
部
有
し
犯
、
潔
斎
無
し
方
。

依
レ
理
解
却
。
」
と
あ
り
、
祝
部
に
つ
い
て
犯
罪
に
よ
り
「
潔
斎
」

の
な
い
場
合
は
「
解
却
」
す
べ
き
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。

（
型
林
睦
郎
「
上
代
神
職
制
度
の
一
考
察
」
亀
神
道
学
』
二
九
、
一
九

六
二
、
熊
谷
保
孝
『
律
令
国
家
と
神
祇
」
（
第
一
書
房
、
一
九
八

二
）
、
西
宮
秀
紀
「
律
令
国
家
に
鯵
け
る
神
祇
職
」
（
「
日
本
史
研
究
』

二
七
○
、
一
九
八
五
）
・

（
躯
）
延
暦
十
九
年
十
二
月
四
日
官
符
、
大
同
二
年
八
月
十
一
日
官
符
、

貞
観
十
年
六
月
二
十
八
日
官
符
な
ど
に
見
ら
れ
る
（
い
ず
れ
も
『
類

聚
三
代
格
』
）
。
た
だ
し
延
暦
十
九
年
の
官
符
に
は
「
神
祇
官
去
延
暦

七
年
二
月
二
十
二
日
符
」
と
あ
り
（
こ
の
符
は
現
在
見
ら
れ
な
い
・

西
宮
秀
紀
氏
は
、
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
延
暦
十
七
年
の
官
符
を
指

す
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
）
、
ま
た
大
同
二
年
の
官
符
は
こ
の
延
暦

十
九
年
の
符
を
引
い
て
い
る
。

（
型
住
吉
大
社
の
官
符
を
見
る
と
「
遷
替
」
や
「
任
」
と
あ
り
、
住
吉

大
社
に
お
い
て
も
神
主
が
あ
き
ら
か
に
任
期
制
を
と
っ
て
い
る
こ
と

が
知
ら
れ
る
．
そ
う
し
た
な
か
で
公
守
の
解
任
は
、
神
主
職
の
怠

り
、
具
体
的
に
は
神
宝
紛
失
へ
の
「
勘
責
」
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
公
守
以
前
の
神
主
に
つ
い
て
は
「
錐
し
有
二
遷
替
一
終

無
二
勘
発
こ
（
「
勘
発
」
と
「
勘
責
」
と
は
お
そ
ら
く
対
応
し
て
い

よ
う
）
の
よ
う
に
、
神
主
の
交
替
は
あ
っ
て
も
任
期
中
に
責
任
を
問

う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
神
主
公
守
の
解
任
は
、
住
吉
大
社
に
と
っ
て

は
じ
め
て
の
「
勘
責
」
の
結
果
で
あ
り
、
神
社
へ
の
国
家
介
入
が
直

接
体
験
さ
れ
た
出
来
事
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
別
）
官
符
の
表
現
に
戻
っ
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
規
準
を
引
き
出
す
こ

と
に
な
っ
た
理
由
は
「
侮
頴
不
し
敬
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
潔
清
廉

貞
」
の
対
極
に
あ
る
こ
う
し
た
状
況
は
、
住
吉
大
社
や
宗
像
神
社
に

「
不
し
勤
二
守
掌
こ
と
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
神
社
側

に
と
っ
て
も
怠
慢
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な

い
の
で
は
な
い
か
。

（
妬
）
国
家
に
よ
る
神
社
行
政
の
主
軸
の
一
つ
は
官
社
制
度
に
あ
る
。
そ

の
官
社
制
度
の
基
本
は
、
国
家
の
定
め
た
官
社
に
祈
年
祭
・
月
次

祭
・
新
嘗
祭
（
相
嘗
祭
）
の
幣
帛
を
班
布
し
、
諸
神
社
を
統
括
す
る

と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
す
で
に
宝
亀
の
頃
に
は
神
祇
官
に
取
り
に
こ
な

い
神
官
た
ち
が
出
て
き
て
い
る
亀
類
聚
三
代
格
』
貞
観
十
年
六
月

二
十
八
日
太
政
官
符
所
引
の
宝
亀
六
年
〈
七
七
五
〉
六
月
十
三
日
官

符
）
。
そ
こ
で
延
暦
十
七
年
（
七
八
九
）
に
官
幣
国
幣
の
別
が
で
き
、

遠
方
の
神
社
は
国
府
で
幣
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る

が
（
『
類
聚
国
史
』
神
祇
部
）
、
そ
の
後
も
弘
仁
八
年
（
八
一
七
）
、

貞
観
十
年
（
八
六
八
）
、
貞
観
十
七
年
（
八
七
五
）
、
寛
平
五
年
（
八

九
二
）
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
な
ど
、
神
官
た
ち
が
幣
帛
を
取
り
に

来
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
十
分
機
能
し
て
い
た
と
は
言

い
が
た
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。

（
妬
）
『
日
本
三
代
実
録
』
（
新
訂
増
補
国
史
大
系
吉
川
弘
文
館
、
一
九

八
二
・

（
”
）
『
新
撰
姓
氏
録
」
（
未
定
雑
姓
、
大
和
国
）
に
「
三
歳
祝
」
の
姓
が

あ
り
、
こ
れ
は
三
歳
神
社
含
延
喜
式
』
に
は
「
葛
木
御
歳
神
社
」

と
あ
る
）
の
祝
で
あ
っ
た
こ
と
に
も
と
づ
く
も
の
と
さ
れ
て
い
る

（
佐
伯
有
情
『
新
撰
姓
氏
録
の
研
究
』
考
證
篇
第
六
吉
川
弘
文
館
、

一
九
八
三
）
。
し
た
が
っ
て
三
歳
神
社
に
は
祝
の
い
た
こ
と
が
想
定
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詞
）
崇
神
紀
に
お
い
て
大
物
主
神
は
疫
病
と
い
う
崇
り
に
よ
っ
て
出
現

し
祭
祀
を
要
求
す
る
が
、
そ
の
崇
り
で
あ
る
疫
病
は
「
大
田
田
根
子

ま
つ

た
ち
ど
こ
ろ

を
以
て
、
吾
を
令
祭
り
た
ま
は
ば
、
立
に
平
ぎ
な
む
」
と
す
る

二
度
目
の
託
宣
が
実
行
さ
れ
る
ま
で
続
い
て
お
り
、
大
田
田
根
子
を

い
は
ひ
ま
つ
か
む
ぬ
し

「
大
物
主
大
神
を
祭
る
主
」
、
つ
ま
り
祭
祀
者
と
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
祭
祀
は
完
了
す
る
の
で
あ
っ
た
。
『
住
吉
大
社
神

代
記
』
の
こ
の
場
面
も
、
住
吉
神
祭
祀
の
方
法
が
住
吉
神
自
身
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
中
、
手
瑳
足
尼
を
神
主
と
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を

受
け
継
ぐ
子
孫
た
ち
の
身
に
何
か
あ
っ
た
場
合
に
は
、
崇
り
を
起
こ

し
、
祭
祀
が
不
履
行
と
な
る
こ
と
を
言
っ
て
お
り
、
『
住
吉
大
社
神

代
記
」
に
お
け
る
神
主
の
あ
り
方
は
、
崇
神
紀
の
記
載
と
重
な
る
も

の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

（
的
）
折
口
信
夫
ヨ
ほ
』
・
『
う
ら
」
か
ら
『
ほ
が
ひ
』
へ
」
（
『
折
口
信

夫
全
集
』
第
十
六
巻
中
央
公
論
社
、
一
九
六
七
）
。
同
「
幣
束
か
ら

旗
さ
し
物
へ
」
会
折
口
信
夫
全
集
』
第
二
巻
中
央
公
論
社
、
一
九

六
五
）
。
柳
田
国
男
「
み
さ
き
神
考
」
（
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
三

できる。

（
躯
）
熊
谷
保
孝
氏
は
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
「
神
主
」
を
置
く
こ
と
が
、

中
央
政
府
の
神
社
へ
の
介
入
に
つ
な
が
る
た
め
、
神
社
を
奉
斎
す
る

人
々
の
抵
抗
を
受
け
た
の
だ
と
し
て
い
る
（
注
別
前
掲
書
、
ｐ
三
五

旗
さ
し
物
へ
」
（
毒

六
五
）
。
柳
田
国
男

十
巻
筑
摩
書
房
、

一一）◎

一九七四）。
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